
 

 

 認定こども園 高田大谷保育園 重要事項説明書（令和 6 年 4 月 1 日現在） 

 

１．施設の目的及び運営の方針  

（１）運営主体（事業者の概要） 

事業者の名称  社会福祉法人  大谷福祉会  

事業者の所在地  新潟県上越市寺町２丁目 24 番８号  

事業者の連絡先  025-523-5578 

代表者氏名  理事長  藤懿  信麿  

 

（２）施設の概要 

種別  認定こども園  

名称  高田大谷保育園  

所在地  新潟県上越市寺町２丁目 24 番８号  

連絡先  
電話： 025-523-5578 

F A X：025-523-5565 

管理者  園長  井上 光廣  

開設年月日  平成 13 年４月 1 日社会福祉法人保育園として開設  

利用定員  （1～３号） 
０歳児  １歳児  ２歳児  ３歳児  ４歳児  ５歳児  合計  

４人  20 人  24 人  28 人  28 人  28 人  132 人  

当園の基本理念・方針  

【基本理念】  『キラキラ  かがやく  大谷の子』  

◎のびのびと生活する中で生き、学ぶ喜びを見つけ、下記のような

姿を表出するキラキラ輝く子どもの育成や園を目指します。  

〇生きる喜びと命の尊さを知る子ども  

〇相手の気持ちが分かり、友達と仲良くする子ども  

〇感性豊かな子ども  

〇丈夫な体と正しい判断のできる眼
まなこ

をもつ子ども  

〇互いに寄り添い連携し、子どもを育む家庭・地域・認定こども園  

（３）施設の概要 ※別添可 

敷地  
敷地全体  1871.50 ㎡  

園庭  589.91 ㎡  

園舎  
構造  木造平屋建て  等  

延べ  722.16 ㎡  

 



 

 

（４）主な設備の概要 ※別添可 

設備  部屋数  備考  

保育室  ６室   

乳児室・ほふく室  ４室   

遊戯室  １室   

調理室  １室   

事務室  １室   

医務室  １室   

その他    

   

 

（５）職員体制（令和 6 年 4 月 1 日 現在） 

職種  員数  常勤  非常勤  備考  

理事長  １人  0 人  1 人   

園長  １人  １人  0 人   

副園長  １人  １人  0 人   

主任保育士  2 人  2 人  0 人   

副主任保育士  1 人  1 人  0 人   

保育士  24 人  16 人  8 人   

保育補助  1 人  0 人  1 人   

調理員  3 人  3 人  0 人   

看護師  0 人  0 人  0 人   

事務員  1 人  1 人  0 人   

園士  1 人  1 人  0 人   

嘱託医  2 人  0 人  2 人   

 

 

 

 

 



 

 

（６）利用定員ごとの提供する日及び時間並びに提供を行わない日 

【２号・３号認定子ども（保育認定）】 

提供する曜日  月曜日から土曜日まで  

保育時間  
保育標準時間  午前  ８時 00 分～午後  7 時 00 分（１１時間）  

保育短時間  午前  ８時 00 分～午後  ４時 00 分（８時間）  

延長保育  

保育標準時間  
朝：  ７時～  ８時  

夕：  ４時～  ７時  

保育短時間  
朝：  ７時～  ８時  

夕：  ４時～  ７時  

開所時間  
月～金曜日  午前  ７時 00 分～午後  ７時 00 分  

土曜日  午前  ７時 00 分～午後  ６時 00 分  

休業日  
日曜日・祝日  

年末年始（１２月２９日～１月３日）  

 

（７）利用料等 

利用者負担（月額保育料） 利用子どもが居住する市町村が定める利用者負担（保育料）  

副食費（３歳児以上）  ※世帯・所得状況により免除となる場合があります。 5,500 円  

延長保育料  ※該当者のみ  
30 分につき  

100 円  

保護者会費  ※年会費  3,000 円  

用品代  
※３歳児以上は年間 5,200 円程度  

３歳未満児は年間 2,000 円程度  
円  

 

（８）支払方法（認定こども園のみ） 

【３歳児以上】保育料は無償。副食費を指定口座からの引き落とし。延長保育料・保護者会費

等は現金納入。  

【３歳未満児】保育料・副食費を指定口座から引き落とし。延長保育料・保護者会費等は現金

納入。  

 

（９）提供する特定教育・保育の内容 

保育所保育指針（平成 29 年 3 月 31 日厚生労働省告示第 117 号）に基づき、園児の心身  

身の状況等に応じ、 (6)に記載する時間において保育の提供等を行います。  



 

 

（１０）年間行事予定 

月  行事内容  

４  
入園式  花祭り・参観  新入園児歓迎会  体育・エアロビ教室  誕生会   

避難訓練  

５  歯科・内科検診  親子遠足（５歳児）  体育・エアロビ教室  誕生会  避難訓練  

６  運動会  エアロビ教室  誕生会  避難訓練  

７  
人形劇鑑賞  七夕の会  お泊り保育（５歳児）水遊び・水泳教室  お祭りごっこ  

避難訓練  防犯教室   

８  誕生会  避難訓練  

９  作品展  体育・エアロビ教室  誕生会  避難訓練  

10 
高田別院報恩講参拝  内科検診  音楽フェスティバル体育教室  誕生会   

避難訓練  

11 
むし歯予防教室・参観（４歳児）  給食参観（３歳児）  体育・エアロビ教室  

誕生会  避難訓練  

12 親子交通安全教室（５歳児）  体育・エアロビ教室  誕生会  避難訓練  

１  新年子ども会  誕生会  避難訓練  

２  豆まき  発表会  誕生会  避難訓練  

３  ひなまつり  園内お別れ会  卒園式  体育・エアロビ教室  誕生会  避難訓練  

 

（１１）利用の開始及び終了に関する事項及び利用に当たっての留意事項  

【２号・３号認定子ども（保育認定）】 

利用者の内定  市が行う利用調整による  

利用決定（認定こども園） －  

退園理由  

・利用幼児が小学校に就学したとき  

・１～ 3 号認定の子どもに該当しなくなったとき  

・保護者から退園の申出があったとき  

・利用継続が不可能であると市が認めたとき  

・その他、利用継続に支障又は困難が生じたとき  

利用に当たっての  

留意事項  
 

 



 

 

（１２）嘱託医 

医療機関の名称  小児科はやしクリニック  

医院長名  林  三樹夫  

所在地  上越市春日野 1-14-22 

電話番号  025-526-6200 

 

（１３）嘱託歯科医 

医療機関の名称  三上歯科医院  

医院長名  三上  敦  

所在地  上越市仲町 2-3-12 

電話番号  025-522-5288 

 

（１４）緊急時における対応方法  

 園児に体調の急変が生じた場合やその他必要な場合は、速やかに保護者に連絡をし、必要が

あれば医療機関への連絡をするなどの措置を取ります。  

【管轄する消防署】  

消防署名  上越消防署  

所在地  新潟県上越市藤野新田 330 番地 1 

電話番号  025-544-0119 

【管轄する警察署】  

警察署名  上越警察署  

所在地  新潟県上越市藤野新田 1172 番地  

電話番号  025-521-0110 

 

（１５）非常災害対策 

防火管理者  初任保育士  佐藤  朋美  

消防計画届出年月日  令和５年 10 月 11 日（変更届出）  

避難訓練  避難訓練を年 12 回、防犯訓練・防犯教室を各１回実施します。  

防災設備  消火器、誘導灯、火災報知器を備えています。  

避難場所  一次避難：園庭  二次避難：高田西小学校  

緊急時の連絡手段  園メールによる連絡、電話による情報提供  



 

 

（１６）相談・要望・苦情窓口 

相談・苦情受付担当者  主任保育士   佐藤  朋美  

相談・苦情解決責任者  園長   井上  光廣  

第三者委員   

森  恵成   

宮越  紀祢子  

小島  由美子  

【要望・苦情等への対応方法】 

相談・苦情等を受け付けた場合には、受付担当者から解決責任者へ報告するとともに、内容

を記録し、必要な改善を行い保護者との解決に努めます。必要に応じて、第三者委員の立会い・

助言を求めます。  

 

（１７）賠償責任保険の加入状況 

保険の種類  損保ジャパン  賠償責任保険  

保険金額  
対人賠償  １事故５億円  

対物賠償  １事故 1000 万円  

※上記以外 （独）日本スポーツ振興センター災害共済に加入しています。  

 

（１８）個人情報の取り扱い 

児童及び保護者に係る個人情報について、法令による場合を除くほか、保護者の同意を得ず

に第三者に提供することはありませんが、次の事項について、その目的のために必要最小限の

範囲内において個人情報を使用することを、ご同意いただきますようお願いいたします。  

＜第三者への提供＞  

・  小学校への円滑な移行が図れるよう、入学する予定の小学校等及び関係部署との間で情報

を共有すること。  

・  緊急時において、病院その他関係機関に対し必要な情報提供を行うこと。  

＜掲示等＞  

・  園における日々の児童の様子を保護者等にお伝えするため、児童の様子を含めた保育又は

行事の実施状況を撮影し、撮影した写真等を園内に  掲示したり、園ホームページに掲載し

たりすることがあります。  

・  児童への貸出備品等を識別できるようにするため、園内の貸出備品（靴箱、カバン掛け等）

及び児童の製作物等に児童の氏名等を記載、又は掲示することがあります。  

 

（１９）その他保護者に説明すべき事項  

 当該重要事項説明書に定めるもののほか、入園、利用にあたっての詳細な留意事項等につい

ては、別途園が作成する入園のしおり等において提示するものとします。  

 


